
 





  

近年、ICT（情報通信技術）は急速な進展を続けており、市民生活のさまざまな場面に深く浸

透し、欠かすことのできない重要なツールとなっています。なかでも IoT（モノのインターネッ

ト）、ロボット、AI（人工知能）といった最新技術は、交通・医療・教育・農業をはじめとする

多くの分野において、人々に快適な暮らしをもたらすものとして期待されております。 

こうしたなか、国におきましては「官民データ活用推進基本法」が平成 28年 12月に公布・

施行されました。この基本法は官民が保有するデータを効果的に活用し、国民が安全で安心し

て暮らせる社会の実現に寄与することを目的としており、また、自治体における官民データの

活用に係る計画策定を求めております。 

本市におきましては「大分市地域情報化計画」を4度にわたり策定し、情報化施策に取り組

んでまいりましたが、基本法の施行を受け、現行の本市地域情報化計画の終了を待たず、本市

における官民データ活用推進計画として「大分市情報化推進計画」をこのたび策定いたしまし

た。本計画ではオンライン化やオープンデータの推進、マイナンバーカードの普及・活用、ICT

による業務効率化・産業振興などの6つの視点で、本市が取り組むべき情報化施策を掲げてお

ります。 

今後は、本計画に掲げる施策に基づき国や県との連携を図るなか、情報化に対応したまちづ

くりを進めるとともに、情報格差の是正や、情報モラルの向上、情報セキュリティ対策の更な

る充実に努めることで、市民の皆様が ICTの恩恵を享受でき、安全で快適に暮らせるよう努め

てまいります。 

 結びに、本計画の策定にあたり、アンケート調査にご協力いただきました皆様、貴重なご意

見・ご提言を賜りました大分市地域情報化推進委員会委員の皆様並びに関係各位に、心から感

謝申し上げるとともに、本計画の推進に向け、今後とも一層のご理解とご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

佐藤 樹一郎
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